
 

 

簡易宿所指導基準 寝所寝台の区分例 

① ブース型寝所 

ブースの天板(天井)の有無に関わらず寝台の３周が目隠し等で覆われるもので、寝床以外にスペースを有するも

の 

 

 

ブース天板あり 

 

ブース天板なし 

② カプセル型寝台 

内部は布団、マットレスを敷設する寝床のみのもの 

  

 

 

ブース型寝所の区分①※３に該当 

 
ブース型寝所の区分①※３に該当 

③ 棚状寝所 

いわゆる造り付けのもの。自立性を問わず寝台を建物に固定したもの 
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④ 階層式寝台 

寝台が２層に重なっているもの 

   

 

 

 

         

 

(参考) 

一の「居室」に係る判断（平成 25 年 9月 6日国住指第 4877号） 

階とみなさない運用（昭和55年住指発第 24号） 

簡易宿所営業の施設整備の基準（旅館業における衛生等管理要領） 
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